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平成 28 年（家）第 号特別代理人選任申立事件

申立人

成年被後見人

（侯補者用）

このたび，上記申立人から上記成年被後見人について特別代理人選任の申立てがありました。

つきましては選任手続に必要ですので，お手数で、すが別紙「回答書Jに所定事項を記入しp 署名

押印のうえ， 平成28年l 月 i日 まで、に当職宛て返送してくだ、さい。

なお，記載にあたっては， 1つを選ぶようになっているところは該当する口にレ印をつけ，記入す

き箇所はできる限り詳しく記入するようにしてくだ、さい。また3 記入もれのないようにご注意くださいc

ご不明な点がありましたら担当書記官までご連絡ください。

Tel 047-313白 l内競

平成28年月：日

千葉家庭裁判所松戸支部

裁判所書記官
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号特別代理人選任申立事件（候補者用）

回 答書

照会事項につき，下記のとおり回答します。

平成 年月 日

平成 28 年（家）第
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1 申立人から成年被後見人（ ）さんのために，次の事由により，特別代理人選任

の申立てがされました。

特別代理人とは，成年後見人である申立人が次の行為をするにあたって，成年被後見人と申立人¢

利害が対立し，成年被後見人の法定代理人として行為することができないため，次の行為に限って成

年被後見人の代理人となるものです。

利益相反する者 利益相反行為の内容

成年後見人と成年被後見人の間！成年被後見ぷの所有する不動産を成年後見人が買い受ける。

(1) あなたは，この件について，申立人から事前に特別代理人となってくれるよう頼まれています

か。

口頼まれている。

口頼まれていない。

(2) あなたは，この申立てがされたことを知っていますか。

口知っている。

口知らない。

2あなた自身のことについて書いてください。

(1) 職業

(2) 勤務先

(3) あなたは， 間後見開始（禁治産宣告）の審判， （イH呆佐開始（準禁治産宣告）の審判

（ワ臓産宣告， のいずれかを受けたことがありますか。

口ない。

口ある（該当する項目に0）→（対・（イ）・（功について 年 月ころ

3あなたは，本件申立ての（売買契約書・保証委託契約書・（根）抵当権設定契約書）の

内容を知っていますか。

口知っている。

口知らない。

※次のページにも回答事項があります。



4 あなたは，その契約の連帯債務者，保証人又は担保提供者のいずれかになっていますか。または

今後なる予定がありますか。

口なっている。

口なる予定がある。

口なっておらず，なる予定もない。

5あなたは，本件契約の内容は相当だι思いますか。

口相当だと思う。

口相当だと思わない。

（理由

7特別代理人に選任された人は，その権限を成年被後見人の利益を保護するために行使することに

なりますが，あなたは，特別代理人に選任されることを承諾しますか。

口承諾する。

口承諾しない。

（理由




